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１．令和７年度に検討を要する主な論点について

○ 標準仕様書第5.0版を改定するための主な検討論点及び改定時期は以下です。

・令和７年までの行政手続オンライン化に向けた対応として、追加される事務手続きについて国がプリセットの対応を行うことにより、帳票詳細要

件及び帳票レイアウト等に影響する可能性があり、その場合は標準仕様書を見直すこととなります。

・上記の他に、標準化PMOツールや関係省庁、検討会構成員からのご意見・ご質問等を踏まえ、上記の改定時期に合わせて標準仕様書の見直

しも予定しています。

改定予定時期関連個所見直し契機検討事項No

令和８年１月

２頁制度改正
介護分野におけるDXの推進への対応
（介護情報基盤との連携におけるインタフェース仕様書の改版や事務内容等を踏ま
えた対応 等）

１

３頁制度改正

令和７年度税制改正大綱（令和6年12月27日閣議決定）における所得税の基礎控除
の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ（55万円を65万円に引き上げ）
に伴う対応
※ 令和８年度分以後の個人住民税について適用

２

４頁制度改正
高額合算自動償還への対応
（事務内容、国保連合会との連携に関するインタフェース仕様等の変更に伴う対応）

３



○ 検討論点１「介護分野におけるDXの推進への対応」として、介護保険部会での議論や公開される情報等を踏まえ、
2026年度（令和８年度）からの全国実施に向け、標準仕様書へ必要な反映を行い、改定する予定です。
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２．検討論点１の概要について

【出典】令和7年度 第1回 介護情報基盤に係る自治体説明会（令和７年９月２日～３日）

（掲載先）介護情報基盤について｜厚生労働省 （参考）周知広報素材：介護情報基盤ポータル

（掲載先）WAMNET「介護情報基盤との連携におけるインタフェース仕様書（第2.0版）」

について
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３．検討論点２の概要について

○ 検討論点２「令和７年度税制改正大綱に伴う対応」として、令和６年12月27日に閣議決定した「給与所得控除の見

直し（55万円の最低保障額を65万円に引き上げ）」等により、所得要件等の見直しを検討されており、今後の制度

所管担当課における検討結果を踏まえて、標準仕様書に影響がある場合は所要の改定を行う予定です。

【出典】財務省「令和７年度税制改正」（令和７年３月発行）より

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html

現在検討中のため、見直しが決まりましたら、
改定が必要な場合は、対応内容と標準仕様書の改定案を
展開いたします。
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４．検討論点３の概要について

○ 検討論点３「高額合算自動償還への対応」として、事務内容、国保連合会との連携に関するインタフェース仕様等
の変更等を踏まえ、標準仕様書に影響がある場合は所要の改定を行う予定です。

再掲：令和７年８月８日介護保険システ
ム等標準化検討会（第２回）「資料３_
標準仕様書第5.0版案の対応概要」より


